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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期
第３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高（百万円）     59,118     54,436 101,414

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
    27     △224 701

四半期純損失（△）又は当期純利益

（百万円）
    △391     △278 234

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△441 △670 266

純資産額（百万円） 13,277 12,669 13,985

総資産額（百万円） 78,895 55,805 73,870

１株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円）
△107.10 △75.56 △49.01

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
― ― ―

自己資本比率（％） 16.83 22.70 18.93

　

回次
第42期
第３四半期
連結会計期間

第43期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円）　 153.27 121.28

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期

（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．第42期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループが判断したものでありま

す。

（１）業績の状況　

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、当社グループの主力事業である不動産販売事業におきまして、前年同

期と比較して、新築マンションの売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の削減が図られた一方で、新築マン

ション及び戸建住宅の引渡を開始する物件が少なかったことから、売上高544億36百万円（前年同期比7.9％減）、

営業利益１億16百万円（同79.4％減）、経常損失２億24百万円、四半期純損失２億78百万円となりました。

　

＜連結業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 59,118 54,436 △4,681 △7.9

営業利益 564 116 △447 △79.4

経常利益又は経常損失（△） 27 △224 △251 ―

四半期純損失（△） △391 △278 113 ―

　報告セグメントの業績は以下のとおりであります。

　

①不動産販売事業

新築マンション販売におきましては、『イニシア東日暮里ブランシア』（東京都）、『イニシア大宮宮原サザン

フォート』（埼玉県）、『イニシア武蔵中原』（神奈川県）など、引渡戸数が886戸（同462戸減）となったことな

どにより、売上高220億75百万円（同14.7％減）を計上いたしました。

戸建住宅販売におきましては、『コスモアベニュー清瀬パークサイドステージ』（埼玉県）、『コスモアベ

ニュー松戸北小金』（千葉県）など、宅地分譲を含め68区画（同46区画減）を引き渡し、売上高29億39百万円（同

46.3％減）を計上いたしました。

土地・建物販売におきましては、『銀座クレストビル』（東京都）などを引き渡し、新築マンションの販売代理

収入などを合計した結果、不動産販売事業におきましては、売上高372億80百万円（同13.6％減）、営業利益15億72

百万円（同22.1％減）を計上いたしました。

なお、新築マンションの売上総利益率（※）は前年同期比5.3％改善の23.1％、戸建住宅の売上総利益率（※）は

同2.9％低下の16.7％となり、当第３四半期連結会計期間末における新築マンション・戸建住宅の未契約完成在庫

数は各々２戸・７区画であります。（※売上総利益率の算出に際し、たな卸資産評価損は含めておりません。）

　　

＜不動産販売事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 43,132 37,280 △5,852 △13.6

営業利益 2,019 1,572 △447 △22.1
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＜売上高の内訳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

　
前第３四半期

　

　
当第３四半期

　

　
前年同期比

　

販売数量 金額 販売数量 金額 販売数量 金額

　
増減率
（％）
　

新築マンション（戸） 1,34825,888 886 22,075△462 △3,812 △14.7

戸建住宅（区画） 114 5,474 68 2,939 △46 △2,535 △46.3

土地・建物　 ― 11,064 ― 11,675 ― 610 5.5

販売代理・その他 ― 704 ― 589 ― △114 △16.2

合計 ― 43,132 ― 37,280 ― △5,852 △13.6

　新築マンション及び戸建住宅の販売状況は以下のとおりであります。　

平成23年12月31日現

在 

　 　 引渡計画

契約済

契約進捗率
（％）

　
前連結会計
年度末
　

　
第３四半期
累計
　

第３四半期末

通期
新築マンション（戸） 1,756    1,086    596 1,682 95.8

戸建住宅（区画） 130     19     86 105 80.8

　②不動産賃貸事業

不動産賃貸事業におきましては、首都圏におけるサブリース事業を中心に展開し、マンションの空室率は低水準

で推移いたしましたが、解約等によりマンション受託戸数が減少したことや既存オフィスビルの賃料水準が低下し

たことなどにより、売上高99億２百万円（同1.6％減）、営業利益19百万円（同89.1％減）を計上いたしました。

　

＜不動産賃貸事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 10,066 9,902 △164 △1.6

営業利益 177 19 △158 △89.1

転貸マンション戸数 7,005 6,863 △142 △2.0

空室率（％） 5.0 4.5 △0.5 ―

③不動産仲介事業

不動産仲介事業におきましては、近畿圏における個人仲介は堅調に推移した一方で、東日本大震災の影響に伴い、

首都圏における個人仲介及び法人仲介の取扱件数が減少したことなどにより、売上高４億36百万円（同20.9％

減）、営業損失１億11百万円を計上いたしました。

　

＜不動産仲介事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 552 436 △115 △20.9

営業利益又は営業損失（△） 30 △111 △141 ―

取扱高 22,141 14,952 △7,188 △32.5

取扱件数（件）　 490 397 △93 △19.0
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④その他事業

その他事業におきましては、オーストラリアにおけるホテル・リゾート運営事業において前年同期比減収減益と

なった一方で、オフィスの改修工事やモデルルームの設営工事等の受注が好調に推移したことなどにより、売上高

74億92百万円（同22.6％増）、営業利益46百万円を計上いたしました。

　

＜その他事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 6,112 7,492 1,379 22.6

営業利益又は営業損失（△） △54 46 101 ―

（２）資産、負債、純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は558億５百万円となり、前連結会計年度末比180億64百万円減少いたし

ました。これは主に支払手形の決済や借入金の返済に伴い現金及び預金が減少したことや、販売が順調に推移した

ことにより販売用不動産が減少したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は431億35百万円となり、同167億48百万円減少いたしました。これは主

に支払手形及び借入金が減少したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は126億69百万円となり、自己資本比率は22.70％となりました。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社コスモスイニシア(E03938)

四半期報告書

 5/29



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能種類株式総数（株）

普通株式 505,000,000

第１種優先株式 3,150,000

劣後株式 20,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,322,972 10,391,543

　
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

　

（注）
１，２，８

 第１種優先株式 3,150,000     3,150,000非上場・非登録

　
（注）

３，４，５，
６，８，９

　

 劣後株式 14,472 14,472 非上場・非登録

　
（注）

３，７，８，
10
　

計 13,487,444 13,556,015 ― ―

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成24年２月１日からこの四半期報告書提出日までの、新株予約権の行

使により増加した普通株式数、また劣後株式の普通株式への転換により増加した普通株式数は含まれて

おりません。

２．権利の内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

３．第１種優先株式及び劣後株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等であります。

４．第１種優先株式は、株価の変動により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動

いたします。修正基準及び修正の頻度は以下のとおりであります。

修正の基準：大阪証券取引所の終値（45取引日目に始まる連続する30取引日平均）の90％

修正の頻度：６ヶ月に１回　

５．平成23年６月20日付の第１種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議及び同年６月29日付の第42

期定時株主総会の決議に基づき、同年８月１日付で第１種優先株式10株を１株に併合いたしました。　

６．第１種優先株式のうち3,050,000株は、当社に対する金銭債権の現物出資による債務の株式化によるも

のであります。

７．劣後株式は、株価の変動により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動いたし

ます。修正基準及び修正の頻度は以下のとおりであります。

修正の基準：大阪証券取引所の終値（45取引日目に始まる連続する30取引日平均）の99％

修正の頻度：平成22年５月１日以降の取引日毎

８．普通株式、第１種優先株式、劣後株式ともに、単元株式数は100株であります。

９．第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。

１．優先配当金

（１）第１種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、第１種優先株式を有する株主（以下「第１種優先株主」
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という。）または第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）

に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）および普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、かつ下記９の定める支払順位に従い、第１種優先株式

１株につき下記（２）に定める額の金銭（以下「第１種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該

期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記（３）に定める第１種優先

中間配当金を支払ったときは、当該第１種優先中間配当金を控除した額とする。

（２）第１種優先配当金の額

第１種優先配当金の額は、10,000円に、それぞれの事業年度毎に下記算式により算定される年率（以

下「第１種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を四捨五入する。

第１種優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.50％

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）（以

下「第１種優先配当年率決定基準日」という。）の午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・イ

ンターバンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、第

１種優先配当年率決定基準日に日本円６ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート

が公表されない場合、これに代えて同日（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロ

ンドン時間午前11時におけるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファード・レートと

して英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められる数値と

する。

（３）第１種優先中間配当金

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、

普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記９の定める支払順位に従い、上記（２）に定

める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭（以下「第１種優先中間配当金」

という。）を支払うものとする。

（４）累積条項

第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対して支払う第１種優先株式１株当たりの剰余

金の配当の額が第１種優先配当金の額に達しないときは、その第１種優先株式１株当たりの不足額

（以下「第１種累積未払配当金」という。）は翌事業年度以降に累積する。第１種累積未払配当金に

ついては、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記９の定める支払順位に従い、第１種

優先株式１株につき第１種累積未払配当金の額に達するまで、第１種優先株主または第１種優先登録

株式質権者に対して金銭にて支払う。

（５）非参加条項

第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対しては、第１種優先配当金および第１種累積未

払配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

２．残余財産の分配

（１）残余財産の分配

当社の残余財産の分配をするときは、全ての種類の株主に対する残余財産の分配に先立ち、第１種優

先株式１株につき、（ⅰ）10,000円、（ⅱ）第１種累積未払配当金および（ⅲ）第１種未払経過利息

の合計額を支払う。「第１種未払経過利息」とは、残余財産の分配日の属する事業年度における第１

種優先配当金の額に、残余財産の分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から残余財産の分

配日（同日を含む。）までの日数を365で除して得られる数を乗じて得られる金額（円位未満小数第

１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）をいう。但し、当該残余財産の分配日の属する事

業年度中の日を基準日として第１種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

（２）非参加条項

第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わな

い。

３．議決権

第１種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

４．普通株式を対価とする取得請求権

第１種優先株主は、平成25年６月30日以降平成45年６月30日（同日を含む。）までの間（以下「第１種

転換請求期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有する第１種優先

株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は第１種優先株主が取得

の請求をした第１種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該第１種優先
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株主に対して交付するものとする。但し、本項に基づく第１種優先株主による取得の請求（以下「転換

請求」という。）がなされた日（以下「転換請求日」という。）において、剰余授権株式数（以下に定義

される。以下同じ。）が請求対象普通株式総数（以下に定義される。以下同じ。）を下回る場合には、

（ⅰ）各第１種優先株主による転換請求にかかる第１種優先株式の数に、（ⅱ）剰余授権株式数を請求

対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り

捨てる。また、０を下回る場合は０とする。）の第１種優先株式のみ、転換請求の効力が生じるものとし、

転換請求の効力が生じる第１種優先株式以外の転換請求にかかる第１種優先株式については、転換請求

がなされなかったものとみなす。

「剰余授権株式数」とは、以下のＡおよびＢのいずれか小さい数をいう。

Ａ：（Ⅰ）当該転換請求日における当社の発行可能株式総数より、（Ⅱ）（ⅰ）当該転換請求日の前

月の末日（以下「当該前月末日」という。）における発行済株式（自己株式を除く。）の数および

（ⅱ）当該前月末日における新株予約権（会社法第236条第１項第４号の期間の初日が到来していな

いものを除く。）の新株予約権者が会社法第282条の規定により取得することとなる株式の数の総数

を控除した数

Ｂ：（Ⅰ）当該転換請求日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、（Ⅱ）（ⅰ）当該

前月末日における発行済普通株式（自己株式を除く。）の数および（ⅱ）当該前月末日における新株

予約権（会社法第236条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者

が会社法第282条の規定により取得することとなる普通株式の数の総数を控除した数

「請求対象普通株式総数」とは、第１種優先株主が当該転換請求日に転換請求をした第１種優先株式の

数に10,000円を乗じて得られる額を当該転換請求日における下記（２）乃至（４）で定める取得価額

で除して得られる数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）をいう。

（１）第１種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

第１種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかる第１種優先株式の数に

10,000円を乗じて得られる額を、下記（２）乃至（４）に定める取得価額で除して得られる数とす

る。なお、第１種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるとき

は、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はし

ない。

（２）当初取得価額

取得価額は、当初、平成21年10月30日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（以下、本（２）

において「当初時価算定期間」という。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）の90%（円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

なお、当初時価算定期間中に下記（４）に規定する事由が生じた場合、上記の終値（気配表示を含

む。）は下記（４）に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

（３）取得価額の修正

取得価額は、平成21年10月30日以降平成45年６月30日（同日を含む。）までの毎年６月30日および12

月31日（以下、それぞれ「修正基準日」という。）における時価（以下に定義される。）の90%（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「修正基準日価額」という。）が、

当該修正基準日に有効な取得価額を下回る場合には、当該修正基準日をもって当該修正基準日価額に

修正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。但し、平成25年７月１

日以降、修正後取得価額が平成25年６月30日における取得価額の30％に相当する額（但し、下記

（４）に規定する事由が生じた場合、下記（４）に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価

額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

修正基準日における時価は、各修正基準日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（以下、本

（３）において「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所（但し、平成22年３月31日ま

では株式会社ジャスダック証券取引所。なお、株式会社大阪証券取引所の承継人を含み、当社の普通株

式が株式会社大阪証券取引所に上場していない場合は、当社の普通株式を上場または登録している他

の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場（複数ある場合は、当社の普通株式の出来高、値付率

等を考慮して最も適切と判断される金融商品取引所または店頭売買有価証券市場）をいう。以下同

じ。）における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。また、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

なお、時価算定期間中に下記（４）に規定する事由が生じた場合、上記の終値（気配表示を含む。）は

下記（４）に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
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（４）取得価額の調整

（ａ）以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整

する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無

償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後

発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通

株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。
　

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額　×
分割前発行済普通株式数　

分割後発行済普通株式数　
　

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式

無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、

取得価額を調整する。
　

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額　×
併合前発行済普通株式数　

併合後発行済普通株式数　

③下記（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行また

は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに

取得される株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本（４）に

おいて同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合

併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得

価額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を

定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定

めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が

保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は

「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当

社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
　
　  （発行済普通株式の数

＋　

新たに発行する普通株式の数

　 　 － 当社が保有する × １株当たり払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
　　　　普通株式の数） 普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数 － 当社が保有する普通株式の数）

 ＋　新たに発行する普通株式の数
　

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記（ｄ）に定める普通株

式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受ける

ことができる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の

払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当

該基準日。以下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分

される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式

において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ず

る日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払

込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(ｄ)に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行す

る場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日。以下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新

株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取

得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用

して計
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　算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日

以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査

役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予

約権には適用されないものとする。

（ｂ）上記（ａ）に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社は

第１種優先株主および第１種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびに

その事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を

適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新

設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

（ｃ）取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。

（ｄ）取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立

つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（ｅ）取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未

満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５．金銭を対価とする取得請求権

第１種優先株主は、平成25年６月30日以降の毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「第１種償還

請求期間」という。）、法令上可能な範囲で、かつ下記（１）に定める条件および下記（２）に定める上

限の範囲内において、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有する第１種優先株式の全部または一

部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができるものとし、当社は第１種優先

株主が償還請求をした第１種優先株式を取得するのと引換えに、下記（３）に定める額（以下「任意償

還価額」という。）の金銭を、当該第１種優先株主に対して交付するものとする。なお、償還請求日にお

ける分配可能額または下記（２）に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第１種優

先株式は、償還請求が行われた第１種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。

（１）取得の条件

第１種優先株主は、本項に基づく第１種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」

という。）の最終事業年度にかかる貸借対照表における純資産の額から、以下の金額の合計額を控除

した金額が150億円を上回る場合に限り、償還請求をすることができる。

（ａ）償還請求日の最終事業年度の末日（同日を含まない。）から第１種償還請求期間の開始日（同

日を含まない。）までの間に剰余金の配当が決定された第１種優先配当金の総額

（ｂ）償還請求日の最終事業年度の末日（同日を含まない。）から第１種償還請求期間の開始日（同

日を含まない。）までの間に金銭を対価とする取得条項に基づく取得が行われ、または決定された

第１種優先株式の取得に際して対価として交付される金銭の総額

（２）任意償還価額の上限金額

第１種優先株主は、償還請求日の最終事業年度にかかる損益計算書における当期純利益の２分の１か

ら、以下の金額の合計額を控除した金額を任意償還価額の上限として、償還請求をすることができる。

（ａ）償還請求日の最終事業年度の末日（同日を含まない。）から第１種償還請求期間の開始日（同

日を含まない。）までの間に剰余金の配当が決定された第１種優先配当金の総額

（ｂ）償還請求日の最終事業年度の末日（同日を含まない。）から第１種償還請求期間の開始日（同

日を含まない。）までの間に金銭を対価とする取得条項に基づく取得が行われ、または決定された

第１種優先株式の取得に際して対価として交付される金銭の総額

（３）任意償還価額

任意償還価額は、第１種優先株式１株につき、以下の金額の合計額とする。

（ａ）10,000円

（ｂ）第１種累積未払配当金
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（ｃ）第１種未払経過利息（但し、「残余財産の分配日」を「償還請求日」と読み替えて適用す

る。）

６．普通株式を対価とする取得条項

当社は、第１種転換請求期間中に取得請求のなかった第１種優先株式の全部を、第１種転換請求期間の

末日の翌日が到来することをもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかる第１

種優先株式を取得するのと引換えに、かかる第１種優先株式の数に10,000円を乗じて得られる額を第１

種転換請求期間の末日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。

また、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、かかる期

間中に上記４．（４）に規定する事由が生じた場合、上記の終値は上記４．（４）に準じて当社が適当

と判断する値に調整される。）で除して得られる数の普通株式を第１種優先株主に対して交付するもの

とする。第１種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

７．金銭を対価とする取得条項

（１）当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来すること

をもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、第１種優先株式の全部または一部を取得する

ことができる。この場合、当社は、かかる第１種優先株式を取得するのと引換えに、下記（２）に定め

る額（以下「強制償還価額」という。）の金銭を第１種優先株主に対して交付するものとする。なお、

第１種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

（２）強制償還価額

強制償還価額は、第１種優先株式１株につき、以下の金額の合計額とする。

（ａ）10,000円

（ｂ）第１種累積未払配当金

（ｃ）第１種未払経過利息（但し、「残余財産の分配日」を「強制償還日」と読み替えて適用す

る。）

８．株式の併合または分割、募集株式の割当て等

（１）当社は、第１種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

（２）当社は、第１種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

９．優先順位

第１種優先配当金、第１種優先中間配当金および第１種累積未払配当金の支払順位は、第１種累積未払

配当金を第１順位とし、第１種優先配当金および第１種優先中間配当金を第２順位とする。

10．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

11．株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

12．権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

13．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10．劣後株式の内容は、次のとおりであります。

１．劣後株式配当金

当社は、劣後株式を有する株主（以下「劣後株主」という。）または劣後株式の登録株式質権者（以下

「劣後登録株式質権者」という。）に対し、剰余金の配当を行わない。

２．残余財産の分配

（１）当社の残余財産を分配するときにおいて、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対

して残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主または普通登録株式質権者に対し

て、劣後株主または劣後登録株式質権者に先立ち、普通株式１株につき下記（３）に定める普通株式

分配基準額を支払う。

（２）普通株主または普通登録株式質権者に対して上記（１）に従い残余財産の分配をした後に残余

財産があるときは、当社は、劣後株主または劣後登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式

質権者と同順位にて、劣後株式１株につき、普通株式１株当たりの残余財産分配額（上記（１）に従

い残余財産の分配をした後の残余財産の総額を、劣後株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有す

る劣後株式の数を除く。）に劣後株式分配比率を乗じて得られる数および普通株式の発行済株式の総
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　数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の合計で除して得られる額をいう。）に下記（３）

に定める劣後株式分配比率を乗じて得られる額の金銭を支払う。

（３）劣後株式分配比率

（ａ）「普通株式分配基準額」は、当初、82円とし、下記（４）の定めに従って調整される。

（ｂ）「劣後株式分配比率」は、50,000円を上記（ａ）に定める普通株式分配基準額で除して得られ

る割合（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（４）普通株式分配基準額の調整

（ａ）以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり普通株式分配基準額を調整す

る。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により普通株式分配基

準額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式

数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除

く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当

社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。
　

調整後普通株式分配基準額 ＝ 調整前普通株式分配基準額　×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数　
　

調整後の普通株式分配基準額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ず

る日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、

普通株式分配基準額を調整する。
　

調整後普通株式分配基準額 ＝ 調整前普通株式分配基準額　×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数　
　

③下記（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行また

は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに

取得される株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本（４）に

おいて同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合

併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「普通

株式分配基準額調整式」という。）により普通株式分配基準額を調整する。調整後の普通株式分

配基準額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株

主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日

以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新

たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株

式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
　
　 　  （発行済普通株式の数

＋　

新たに発行する普通株式の数

調整後普通株式分配基準額

＝ 調整前普通株式分配基準額 

　 　 － 当社が保有する × １株当たり払込金額

×
　　　　普通株式の数） 普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数 － 当社が保有する普通株式の数）

 ＋　新たに発行する普通株式の数
　

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記（ｄ）に定める普通株

式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受ける

ことができる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の

払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当

該基準日。以下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分

される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、普通株式分配基

準額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整

後の普通株式分配基準額とする。調整後の普通株式分配基準額は、払込期日の翌日以降、株式無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日

以降、これを適用する。

EDINET提出書類

株式会社コスモスイニシア(E03938)

四半期報告書

12/29



⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払

込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記（ｄ）に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合

は当該基準日。以下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される

新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、

普通株式分配基準額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株

予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の

合計額を使用して計算される額を、調整後の普通株式分配基準額とする。調整後の普通株式分配

基準額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が

生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤

による普通株式分配基準額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オ

プション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

（ｂ）上記（ａ）に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社は

劣後株主および劣後登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の普通株式分配基準額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、普通株式分配基準

額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新

設分割のために普通株式分配基準額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって普通株式分配基準額の調整を必要とするとき。

（ｃ）普通株式分配基準額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、そ

の小数第２位を四捨五入する。

（ｄ）普通株式分配基準額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後普通株式分配基準

額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所におけ

る当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。また、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とす

る。

（ｅ）普通株式分配基準額の調整に際し計算を行った結果、調整後普通株式分配基準額と調整前普通

株式分配基準額との差額が１円未満にとどまるときは、普通株式分配基準額の調整はこれを行わな

い。

３．議決権

劣後株主は、株主総会において議決権を有しない。

４．普通株式を対価とする取得請求権

劣後株主は、平成22年５月１日以降平成42年５月１日（同日を含む。）までの間（以下「劣後転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有する劣後株式の全部また

は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は劣後株主が取得の請求をした劣後株式

を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該劣後株主に対して交付するものとする。但

し、本項に基づく劣後株主による取得の請求（以下「転換請求」という。）がなされた日（以下「転換

請求日」という。）において、剰余授権株式数（以下に定義される。以下同じ。）が請求対象普通株式総

数（以下に定義される。以下同じ。）を下回る場合には、（ⅰ）各劣後株主による転換請求にかかる劣後

株式の数に、（ⅱ）剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１

位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。また、０を下回る場合は０とする。）の劣後株式のみ、転換

請求の効力が生じるものとし、転換請求の効力が生じる劣後株式以外の転換請求にかかる劣後株式につ

いては、転換請求がなされなかったものとみなす。

「剰余授権株式数」とは、以下のＡおよびＢのいずれか小さい数をいう。

Ａ：（Ⅰ）当該転換請求日における当社の発行可能株式総数より、（Ⅱ）（ⅰ）当該転換請求日の前

月の末日（以下「当該前月末日」という。）における発行済株式（自己株式を除く。）の数、（ⅱ）当

該前月末日における新株予約権（会社法第236条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを

除く。）の新株予約権者が会社法第282条の規定により取得することとなる普通株式の数および

（ⅲ）当該前月末日における第１種優先株式（会社法第107条第２項第２号ヘの期間の初日が到来し
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ていないものを除く。）の株主（当社を除く。）が会社法第167条第２項の規定により取得することと

なる普通株式の数の総数を控除した数

Ｂ：（Ⅰ）当該転換請求日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、（Ⅱ）（ⅰ）当該

前月末日における発行済普通株式（自己株式を除く。）の数、（ⅱ）当該前月末日における新株予約

権（会社法第236条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者が会

社法第282条の規定により取得することとなる普通株式の数および（ⅲ）当該前月末日における第１

種優先株式（会社法第107条第２項第２号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。）の株主

（当社を除く。）が会社法第167条第２項の規定により取得することとなる普通株式の数の総数を控

除した数

「請求対象普通株式総数」とは、劣後株主が当該転換請求日に転換請求をした劣後株式の数に50,000円

を乗じて得られる額を当該転換請求日における下記（２）および（３）で定める取得価額で除して得

られる数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）をいう。

（１）劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかる劣後株式の数に50,000円を

乗じて得られる額を、下記（２）および（３）に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、

劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り

捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

（２）当初取得価額

取得価額は、当初、平成22年５月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（以下、本

（２）において「当初時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の99％（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する額とする。

なお、当初時価算定期間の開始日以降、平成22年５月１日（同日を含む。）までの間に上記２．

（４）に規定する事由が生じた場合、上記の終値（気配表示を含む。）は上記２．（４）に準じて

当社が適当と判断する値に調整される。

（３）取得価額の修正

劣後株主が転換請求をする場合、取得価額は、当該転換請求日における時価（以下に定義される。）

の99%（円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り下げる。）に相当する額に修正さ

れる（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。

転換請求日における時価は、各転換請求日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（以下、

本（３）において「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

　なお、時価算定期間の開始日以降、転換請求日（同日を含む。）までの間に上記２．（４）に規定す

る事由が生じた場合、上記の終値（気配表示を含む。）は上記２．（４）に準じて当社が適当と判

断する値に調整される。

５．普通株式を対価とする取得条項

当社は、劣後転換請求期間の末日の翌日以降、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下、本項にお

いて「一斉転換日」という。）が到来することをもって、劣後転換請求期間中に取得請求のなかった劣

後株式の全部または一部を、普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかる劣後株式を取

得するのと引換えに、かかる劣後株式の数に50,000円を乗じて得られる額を劣後転換請求期間の末日に

先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、かかる期間の開始日以降、一斉転

換日（同日を含む。）までの間に上記２．（４）に規定する事由が生じた場合、上記の終値は上記２．

（４）に準じて当社が適当と判断する値に調整される。）で除して得られる数の普通株式を劣後株主に

対して交付するものとする。劣後株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数

がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。なお、劣後株式の一部を取得するときは、按分比

例の方法による。

６．金銭を対価とする取得条項

当社は、第１種優先株式の株主（当社を除く。）が存しない場合、いつでも、当社取締役会が別に定める

日が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、劣後株式の全部または一部を

取得することができる。この場合、当社は、かかる劣後株式１株を取得するのと引換えに、50,000
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　円を劣後株主に対して交付するものとする。なお、劣後株式の一部を取得するときは、按分比例の方法に

よる。

７．株式の併合または分割、募集株式の割当て等

（１）当社は、劣後株式について株式の併合または分割は行わない。

（２）当社は、劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権

利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

８．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

９．株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

10．権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取得する普通株式数が、取得する月において上場株式数の10％を超えないように制限をする措置を講じ

ております。

11．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。　

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当第３四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使

されております。

　

①第１種優先株式

　該当事項はありません。

　

②劣後株式

　

　
第３四半期会計期間

（自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

　

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等の数（個）
927

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 331,714

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 139.7

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） －

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
9,408

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
2,344,747

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
200.6

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
－

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

　
発行済株式
総数増減数
（株）
　

　
発行済株式
総数残高
（株）
　

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

　
資本準備金
増減額
（百万円）

　

　
資本準備金
残高

（百万円）
　

　
　平成23年10月１日～
　平成23年12月31日　
　（注）
　

331,71413,487,444 ― 5,000 － 93

（注）劣後株式の転換請求に伴う普通株式の交付による増加であります。　

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在　

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
第１種優先株式  3,150,000― （注）１

劣後株式 14,400 ― （注）１

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

― （注）１
普通株式 1,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,958,500 99,585（注）１，２

単元未満株式
普通株式 31,358 ― （注）１

劣後株式 72 ― （注）１

発行済株式総数 13,155,730― ―

総株主の議決権 ― 99,585 ―

（注）１．第１種優先株式、劣後株式及び普通株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の「内容」に記載しており

ます。

２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株（議決権15

個）含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

　
自己名義所有
株式数（株）

　

　
他人名義所有
株式数（株）

　

　
所有株式数の
合計（株）

　

　
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　

株式会社コスモスイニシア

　
東京都港区芝五丁目
34番６号
　

    1,400 ―     1,400     0.01

　
計
　

―     1,400 ―     1,400     0.01

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、1,539株であります。
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自　平成23年10月１日　至　

平成23年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,860 8,150

受取手形及び売掛金 3,759 1,623

販売用不動産 4,455 1,215

仕掛販売用不動産 26,460 23,531

その他のたな卸資産 294 633

繰延税金資産 7 10

その他 6,043 5,729

貸倒引当金 △21 △10

流動資産合計 57,860 40,883

固定資産

有形固定資産 429 484

無形固定資産 235 257

投資その他の資産

長期貸付金 8,952 8,840

繰延税金資産 10 11

その他 6,448 5,391

貸倒引当金 △66 △65

投資その他の資産合計 15,345 14,179

固定資産合計 16,010 14,921

資産合計 73,870 55,805
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,715 3,450

短期借入金 710 503

1年内返済予定の長期借入金 13,231 10,992

未払法人税等 18 27

預り金 5,419 8,530

賞与引当金 130 97

その他 8,111 7,582

流動負債合計 34,337 31,184

固定負債

長期借入金 16,474 3,758

事業再生損失引当金 5,974 5,282

その他 3,098 2,910

固定負債合計 25,547 11,951

負債合計 59,884 43,135

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 6,630 5,985

利益剰余金 3,980 3,702

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,611 14,687

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 △0

為替換算調整勘定 △1,626 △2,018

その他の包括利益累計額合計 △1,625 △2,018

純資産合計 13,985 12,669

負債純資産合計 73,870 55,805
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 ※1
 59,118

※1
 54,436

売上原価 47,786 45,167

売上総利益 11,331 9,269

販売費及び一般管理費 10,767 9,153

営業利益 564 116

営業外収益

設備賃貸料 56 43

為替差益 － 55

その他 72 43

営業外収益合計 128 141

営業外費用

支払利息 609 390

その他 55 92

営業外費用合計 665 482

経常利益又は経常損失（△） 27 △224

特別利益

投資有価証券売却益 16 10

その他 0 －

特別利益合計 16 10

特別損失

減損損失 ※2
 172 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 238 －

本社移転費用 － 33

その他 1 4

特別損失合計 411 37

税金等調整前四半期純損失（△） △368 △252

法人税、住民税及び事業税 10 30

法人税等調整額 12 △4

法人税等合計 23 25

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △391 △278

四半期純損失（△） △391 △278
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △391 △278

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9 △0

為替換算調整勘定 △40 △392

その他の包括利益合計 △50 △392

四半期包括利益 △441 △670

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △441 △670
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

　
（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

　１．偶発債務

　顧客等の金融機関借入金等について、下記の債務保

証を行っております。

　１．偶発債務

　顧客等の金融機関借入金等について、下記の保証を

行っております。

被保証者 保証額（百万円）
顧客住宅ローン連帯保証債務     1,989
Kingfisher Bay Resort 
Village Pty Ltd

    504
（６百万豪ドル）

計     2,493

　

被保証者 保証額（百万円）
顧客住宅ローン連帯保証債務     1,322
株式会社セーキ     601　

計     1,923
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
　　至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
　　至 平成23年12月31日）

　
※１．当社グループの主要事業である不動産販売事業にお

いては、顧客への引渡時に売上高を計上しておりま

すが、引渡時期につきましては、例年、２～３月頃に

集中することが多くなるため、第４四半期連結会計

期間の売上高が他の四半期連結会計期間と比べ高く

なる傾向があります。
　

　
※１．当社グループの主要事業である不動産販売事業にお

いては、顧客への引渡時に売上高を計上しておりま

すが、引渡時期につきましては、例年、２～３月頃に

集中することが多くなるため、第４四半期連結会計

期間の売上高が他の四半期連結会計期間と比べ高く

なる傾向があります。
　

　
※２．減損損失

当社及び連結子会社１社は、平成24年３月期に本社

を移転する予定であることに伴い、移転後に利用見

込みのない固定資産について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上

しております。なお、回収可能価額は使用価値によ

り算定しており、使用価値は移転までの減価償却費

相当額として算定しております。

主な用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

事業用
資産

有形固定資産
当社

（東京都
千代田区）

161

事業用
資産

有形固定資産
連結子会社
（東京都
千代田区）

11

　

　
　２．　　　　　　　　──────
　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

　

　
当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
　　至 平成23年12月31日）

　

　減価償却費 200百万円 163百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類

　
配当金総額
（百万円）

　

　
１株当たり
配当額(円)

　

基準日 効力発生日 配当の原資

　
平成22年６月29日
定時株主総会

　

第１種優先株式 292 9.30平成22年３月31日平成22年６月30日資本剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類

　
配当金総額
（百万円）

　

　
１株当たり
配当額(円)

　

基準日 効力発生日 配当の原資

　
平成23年６月29日
定時株主総会

　

第１種優先株式 645 20.50平成23年３月31日平成23年６月30日資本剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　 
報告セグメント

合計不動産
販売事業

不動産
賃貸事業

不動産
仲介事業

その他事業

売上高      

　外部顧客への売上高 43,132 9,980 552 5,452 59,118

　セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 86 ― 660 746

計 43,13210,066 552 6,112 59,864

セグメント利益又はセグメント損失（△） 2,019 177 30 △54 2,173

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円） 

利益 金額

報告セグメント計 2,173

セグメント間取引消去 △9

全社費用（注） △1,600

四半期連結損益計算書の営業利益 564

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　 
報告セグメント

合計不動産
販売事業

不動産
賃貸事業

不動産
仲介事業

その他事業

売上高      

　外部顧客への売上高 37,280 9,837 436 6,881 54,436

　セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 64 ― 610 675

計 37,280 9,902 436 7,492 55,112

セグメント利益又はセグメント損失（△） 1,572 19 △111 46 1,527

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円） 

利益 金額

報告セグメント計 1,527

セグメント間取引消去 △36

全社費用（注） △1,374

四半期連結損益計算書の営業利益 116

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △107円10銭 △75円56銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純損失金額（△）（百万円） △391 △278

普通株主に帰属しない金額（百万円） 485 463

（うち優先配当額（百万円）） （485） （463）

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（百万円） △876 △741

普通株式の期中平均株式数（株） 8,182,470 9,807,226

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ

るため、記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２４年２月１０日

株式会社コスモスイニシア
 取締役会　御中 　

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 坂　田　純　孝　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 水　野　友　裕　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下　田　琢　磨　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社コスモ

スイニシアの平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２３

年１０月１日から平成２３年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年１

２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括

利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コスモスイニシア及び連結子会社の平成２３年１２月３１日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 (注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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